
 

 

公正取引委員会は，公正かつ自由な競争を促進することを目的とした独占禁止法とその

補完法である下請法等を運用する国の行政機関です。 

平成２６年度において，公正取引委員会は，独占禁止法に基づき，価格カルテルや入札

談合，優越的地位の濫用等，多様な事件に厳正かつ積極的に対処しました。この結果，平

成２６年度においては，延べ１２８名の事業者に対して，総額約１７１億円の課徴金納付

命令を行いました。企業結合に関しても，平成２６年度においては，２８９件の届出があ

り，審査を行いました。 

また，下請法違反行為に対しては，平成２６年度には，同法に基づき７件の勧告・公表

を行うとともに，指導件数では過去最多の５，４６１件となっています。 

さらに，平成２５年 1０月１日に消費税転嫁対策特別措置法が施行され，平成２６年度

には，同法に基づき１９件の勧告・公表を行っています。  

このような公正取引委員会の活動内容を広く知っていただくとともに，公正取引委員会

に対する御意見・御要望等をお伺いするため，松江市において，「「持続的な経済成長の実

現と公正取引委員会の役割」」と題して，公正取引委員会の山本委員による講演会を下記の

とおり開催いたします。是非とも，この講演会に御出席くださるよう御案内いたします。 

なお，当日は，皆様からの独占禁止法等に関する御相談・御質問を無料でお受けするコ

ーナーを下記のとおり設けますので，どうぞ御利用ください。 

 

記 

１ 日 時：平成２７年１１月１２日（木）１３：３０～１５：００ 

２ 場 所：松江市殿町３６９ 

       サンラポーむらくも ２階 「瑞雲」 

３ テーマ：「持続的な経済成長の実現と公正取引委員会の役割」 

４ 講 師：公正取引委員会 委員 山本 和史 

   （経歴）平成２０年６月 公正取引委員会事務総局 審査局長 

       平成２１年６月 公正取引委員会事務総局 経済取引局長 

       平成２３年１月 公正取引委員会事務総局 事務総長 

       平成２６年４月 公正取引委員会委員 

５ 定 員：５０名（参加料無料，先着申込み順） 

６ 講演会の出席申込み先 

   公正取引委員会事務総局中国支所総務課 担当 佐々木，松原 

    電 話 ０８２-２２８-１５０１ ＦＡＸ ０８２-２２３-３１２３ 

７ 独占禁止法等相談コーナー 

  サンラポーむらくも ２階 「瑞雲」 １５：００～１６：００ 

公正取引委員会の講演会の御案内 

別紙２ 


